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世田谷区営・区立住宅の指定管理者の選定結果について 
 
 
 
 
 
 
１．主旨 
  世田谷区営住宅管理条例第２９条第１項、世田谷区立特定公共賃貸住宅及び世田谷

区立ファミリー住宅条例第６０条第１項、世田谷区立高齢者借上げ集合住宅条例第２

１条第１項に定める規定より、区営住宅・区立住宅の指定管理者の候補者を公募し、

選定基準に基づき審査を行い、平成２９年４月からの指定管理者の候補者として選定

した。 
  今後は、当該候補者を指定管理者として指定するための議案を平成２８年第三回区

議会定例会に提出する。 
 
２．施設名称及び指定管理者の候補者名等 
  （１）施設名及び所在地  別紙１のとおり 
     （内訳） 
      区営住宅         ４９団地 
      区立特定公共賃貸住宅    ３団地（うち２団地は区営住宅併設） 
      区立ファミリー住宅     ４団地（うち３団地は区営住宅併設） 
      区立高齢者借上げ集合住宅  ５団地 
      計            ６１団地 
  （２）指定管理者の候補者名   
     株式会社 東急コミュニティー 代表取締役 雑賀 克英 
     世田谷区用賀四丁目１０番１号 世田谷ビジネススクエアタワー 
 
３．指定期間 
  ５年間（平成２９年４月１日～平成３４年３月３１日） 
 
４．選定方法等 
 （１）選定方法 
    世田谷区営住宅管理条例施行規則第２６条、世田谷区立特定公共賃貸住宅及び

世田谷区立ファミリー住宅条例施行規則第８８条、世田谷区立高齢者借上げ集合

住宅条例施行規則第２５条に定める規定により、世田谷区営住宅指定管理者選定

委員会を設置した。 
選定方法は、まず、第１次選考として、区営住宅等管理を履行する能力をみる

ため、業務執行体制、入居者対応、施設の管理・維持修繕、福祉的な視点での取

組み内容等を評価項目として設定し、申請団体から提出された事業計画書等につ

いて、各選定委員会委員による事前の書類審査を行った。なお、団体の財務能力

（付議の要旨） 
 世田谷区営・区立住宅の指定管理者の候補者について、公募を実施し、選定基

準に基づき審査を行い、指定管理者の候補者として選定したので、報告する。 
 



の評価については、申請団体から提出された事業計画書、決算書、財務諸表等に

基づき、公認会計士による財務審査を行った。 
以上を踏まえ、選定委員会において、第２次選考として、申請団体から提出さ

れた事業計画書に基づき、ヒアリング審査を実施した。 
これらの第１次選考及び第２次選考の内容を総合的に評価して、指定管理者の

候補者を選定した。 
 
 （２）選定委員会等開催状況 
    平成２８年７月 １日～７日 選定委員会委員による書類審査 
         ７月 ５日    公認会計士による財務審査 
         ７月１２日    ヒアリング審査、指定管理者候補者の選定 
 
 （３）選定委員会の構成 

氏  名 役  職 ・ 所  属  等 
◎園田 眞理子 明治大学教授 
○石井 妙子 弁護士・東京地方裁判所調停委員 
北本 佳子 昭和女子大学教授 
冨田 建 公認会計士・税理士・不動産鑑定士 
本橋 安行 世田谷区財務部長 
金澤 弘道 世田谷区保健福祉部長 
渡辺 正男 世田谷区都市整備政策部長 

   ◎は委員長 ○は副委員長 
 
 （４）指定管理者申請団体 

      団体名・代表者 所在地 
株式会社 東急コミュニティー 
代表取締役 雑賀 克英 

世田谷区用賀四丁目１０番１号 
世田谷ビジネススクエアタワー 

一般財団法人 世田谷トラストまちづくり 
理事長 春日 敏男 

世田谷区北沢二丁目８番１８号 
北沢タウンホール７階 

 
５．選定結果 
  別紙２のとおり 
 
６．今後の予定 
  平成２８年９月   都市整備常任委員会（選定結果報告） 
             第三回区議会定例会（指定管理者、指定期間等の提案） 
  平成２９年４月１日  次期指定管理者による管理運営開始 
 



別紙１ 
指定管理者制度を適用する施設 
 
世田谷区営住宅 ４９団地 
№ 施設名称 所在地 
１ 世田谷区営粕谷四丁目アパート 世田谷区粕谷四丁目１１番８号 
２ 世田谷区営桜丘二丁目アパート 世田谷区桜丘二丁目１３番１号 
３ 世田谷区営桜新町一丁目アパート 世田谷区桜新町一丁目４番１号 
４ 世田谷区営鎌田二丁目アパート 世田谷区鎌田二丁目２１番１０号 
５ 世田谷区営桜上水三丁目アパート 世田谷区桜上水三丁目１０番１０号 
６ 世田谷区営宇奈根一丁目アパート 世田谷区宇奈根一丁目１９番１，２号 
７ 世田谷区営砧七丁目アパート 世田谷区砧七丁目１４番１号 
８ 世田谷区営深沢四丁目アパート 世田谷区深沢四丁目１７番１，２，４，５

号 
９ 世田谷区営赤堤一丁目アパート 世田谷区赤堤一丁目３７番１１号 
１０ 世田谷区営八幡山三丁目第二アパート 世田谷区八幡山三丁目３２番２６号 
１１ 世田谷区営用賀二丁目アパート 世田谷区用賀二丁目２２番１，２号 
１２ 世田谷区営用賀二丁目第二アパート 世田谷区用賀二丁目２３番１７，２２号，

２４番１９，２１号 
１３ 世田谷区営大原一丁目アパート 世田谷区大原一丁目１２番２号 
１４ 世田谷区営玉川三丁目アパート 世田谷区玉川三丁目２７番１号 
１５ 世田谷区営北烏山一丁目第二アパート 世田谷区北烏山一丁目５番１，２号 
１６ 世田谷区営桜新町二丁目アパート 世田谷区桜新町二丁目１３番１５号 
１７ 世田谷区営弦巻三丁目第二アパート 世田谷区弦巻三丁目１５番７，８号 
１８ 世田谷区営シティコート世田谷給田 世田谷区給田五丁目８番５号Ｅ棟 
１９ 世田谷区営上野毛福寿荘 世田谷区上野毛四丁目１４番７号 
２０ 世田谷区営リラ祖師谷 世田谷区祖師谷五丁目２番１６号 
２１ 世田谷区営フローレル北烏山 世田谷区北烏山八丁目４番１２号 
２２ 世田谷区営北烏山八丁目アパート 世田谷区北烏山八丁目９番１，２，３号 
２３ 世田谷区営千歳台一丁目第二アパート 世田谷区千歳台一丁目３５番１号， 

３６番２号 
２４ 世田谷区営弦巻二丁目アパート 世田谷区弦巻二丁目１５番１号 
２５ 世田谷区営アザレア経堂 世田谷区経堂一丁目６番１６号 
２６ 世田谷区営パークサイド野沢 世田谷区野沢三丁目３番１２号 
２７ 世田谷区営アーク上北沢 世田谷区上北沢一丁目２５番１４号 
２８ 世田谷区営中町四丁目アパート 世田谷区中町四丁目１５番６号 
２９ 世田谷区営上祖師谷一丁目第二アパー

ト 
世田谷区上祖師谷一丁目２４番１，２号 

３０ 世田谷区営八幡山慶明館 世田谷区八幡山三丁目１８番１９号 
３１ 世田谷区営ユアーズ若林 世田谷区若林三丁目４番１０号 
３２ 世田谷区営フローラ千歳台 世田谷区千歳台三丁目１８番１１号 
３３ 世田谷区営弦巻四丁目第二アパート 世田谷区弦巻四丁目４番１号 
３４ 世田谷区営弦巻四丁目第三アパート 世田谷区弦巻四丁目５番５号 
３５ 世田谷区営ブラン深沢 世田谷区深沢一丁目９番１７号 
３６ 世田谷区営上用賀四丁目アパート 世田谷区上用賀四丁目１４番１，２，３号 



３７ 世田谷区営新町一丁目アパート 世田谷区新町一丁目６番１６，１８，２０

号 
３８ 世田谷区営弦巻四丁目アパート 世田谷区弦巻四丁目３２番１号 
３９ 世田谷区営上北沢五丁目アパート 世田谷区上北沢五丁目３２番１４番 
４０ 世田谷区営世田谷二丁目アパート 世田谷区世田谷二丁目２７番１５， 

１６号 
４１ 世田谷区営八幡山一丁目アパート 世田谷区八幡山一丁目１３番１号 
４２ 世田谷区営ホープ大蔵 世田谷区大蔵一丁目３番２８号 
４３ 世田谷区営コスモ烏山 世田谷区北烏山七丁目１０番５号 
４４ 世田谷区営上北沢五丁目第二アパート 世田谷区上北沢五丁目１５番２，３，４，

６，７号 
４５ 世田谷区営上馬四丁目アパート 世田谷区上馬四丁目３７番１，２号 
４６ 世田谷区営桜丘五丁目第二アパート 世田谷区桜丘五丁目４５番１，２号 
４７ 世田谷区営上用賀五丁目アパート 世田谷区上用賀五丁目１４番１，２号 
４８ 世田谷区営上北沢一丁目アパート 世田谷区上北沢一丁目２５番１号 
４９ 世田谷区営玉川四丁目アパート 世田谷区玉川四丁目１６番７号 
 
世田谷区立特定公共賃貸住宅 ３団地 
№ 施設名称 所在地 
１ 世田谷区立経堂四丁目特定公共賃貸住宅 世田谷区経堂四丁目１３番１１号 
２ 世田谷区立深沢四丁目特定公共賃貸住宅 世田谷区深沢四丁目１７番１，３号 
３ 世田谷区立玉川三丁目特定公共賃貸住宅 世田谷区玉川三丁目２７番１号 

 
世田谷区立ファミリー住宅 ４団地 
№ 施設名称 所在地 
１ 世田谷区立弦巻五丁目ファミリー住宅 世田谷区弦巻五丁目１３番１９号 
２ 世田谷区立赤堤一丁目ファミリー住宅 世田谷区赤堤一丁目３７番１１号 
３ 世田谷区立中町四丁目ファミリー住宅 世田谷区中町四丁目１５番６号 
４ 世田谷区立桜丘五丁目第二ファミリー住宅 世田谷区桜丘五丁目４５番２号 

 
世田谷区立高齢者借上げ集合住宅 ５団地 
№ 施設名称 所在地 
１ 世田谷区立桜丘高齢者借上げ集合住宅 世田谷区桜丘二丁目１５番１８号 
２ 世田谷区立世田谷高齢者借上げ集合住宅 世田谷区世田谷四丁目１５番３号 
３ 世田谷区立上町高齢者借上げ集合住宅 世田谷区世田谷三丁目１番６号 
４ 世田谷区立太子堂高齢者借上げ集合住宅 世田谷区太子堂五丁目２４番２０号 
５ 世田谷区立玉堤高齢者借上げ集合住宅 世田谷区玉堤二丁目３番１号 

 
 
 
 
 
 
 
 



別紙２ 
 

世田谷区営・区立住宅指定管理者選定結果表 
 

１ 選定の経緯等 
 選定委員による各事業者から提出された事業計画書等の書類審査、平成２８年７月

５日実施の財務審査、平成２８年７月１２日開催の選定委員会におけるヒアリング審

査に基づき、合計点数が高い方の事業者を、指定管理者の候補者として選定した。 

 

２ 指定管理者申請団体 
      団体名・代表者 所在地 
株式会社 東急コミュニティー 
代表取締役 雑賀 克英 

世田谷区用賀四丁目１０番１号 
世田谷ビジネススクエアタワー 

一般財団法人 世田谷トラストまちづくり 
理事長 春日 敏男 

世田谷区北沢二丁目８番１８号 
北沢タウンホール７階 

 
３ 指定管理者の候補者名 
   株式会社 東急コミュニティー 代表取締役 雑賀 克英 
   世田谷区用賀四丁目１０番１号 世田谷ビジネススクエアタワー 
 
４ 指定の期間 
   ５年間（平成２９年４月１日～平成３４年３月３１日） 

 
５ 評価結果  
（１）第１次選考（書類審査） 

評価項目 配点 
株式会社  
東急コミュニテ

ィー 

一般財団法人 
世田谷トラスト

まちづくり 
第
１
次
選
考 

Ⅰ 業務執行体制 １５ １２．９ １１．６ 
Ⅱ 個人情報の保護 １５ １２．１ １１．０ 
Ⅲ 関連法令等の理解及

び遵守 １５ １３．１ １０．６ 

Ⅳ 入居者対応 ２０ １５．４ １５．４ 
Ⅴ 施設の管理・維持修

繕、経費の縮減 ２５ １９．１ １７．６ 

Ⅵ 新たな事業提案 １５ １０．７ １２．６ 
Ⅶ 危機管理 ２０ １５．９ １３．７ 
Ⅷ 再委託の考え方 １５ １１．３ １０．７ 
Ⅸ 継続的な事業運営 １０   ８．０   ７．０ 
経営状況（財務審査） １０   ９．０   ９．０ 

合計点 １６０ １２７．５ １１９．２ 
  ※第１次選考（書類審査）は、区営住宅等管理を履行する能力をみるため、上記
９項目と経営状況（財務審査）とを合わせて１０項目設定し、１６０点を満点と

した。なお、「Ⅵ 新たな事業提案」については、福祉的な視点での取組み内容を



重視して配点した。また、区営住宅等の管理・運営の重点項目として、施設の管

理・維持修繕における経費縮減の考え方、入居者対応、危機管理の取り組みを重

視して配点した。財務審査については、公認会計士に依頼した。 
 
 （２）第２次選考（ヒアリング審査） 

評価項目 配点 
株式会社 
東急コミュニテ

ィー 

一般財団法人 
世田谷トラスト

まちづくり 

第
２
次
選
考 

提案事業について ４０ ２８．８ ３０．３ 
運営・管理について ４０ ３３．３ ２７．５ 
指定管理者の適格性 １０  ７．３  ８．５ 
質疑に対する的確性 １０  ７．３  ６．７ 

合計点 １００ ７６．７ ７３．０ 
※第２次選考については、全４項目を設定し、１００点満点とした。その中では、

「提案事業」について提案事業の効果、期待度等を重視し、「運営・管理」について

緊急時の組織体制、対応能力等の配点を重くした。 
 
 （３）総合評価 

評価項目 配点 
株式会社 
東急コミュニテ

ィー 

一般財団法人 
世田谷トラスト

まちづくり 
第１次選考・第２次選考合計点 ２６０ ２０４．２ １９２．２ 
順位  － 第１位 第２位 

  
６ 選定の理由 
  上記評価項目について、選定基準に基づき総合的に審査したところ、いずれの事業

者も合格基準（第１次選考、第２次選考の合計の満点に対して７０％以上の点数）を

満たしており、総合評価として、合計点の高い事業者を指定管理者の候補者として選

定した。 
 


